
 

厚真町起業化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 町では、町内における起業に向けた取組を支援するため、起業時にお

ける開業経費等の必要な経費の負担を軽減することにより、新たな起業への

取組を奨励し、それをもって地域経済の活性化を図り、予算の範囲内で補助

金を交付するものとし、その交付に関しては、厚真町補助金等交付規則（平

成４年規則第４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところ

による。 

(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。ただし、日本標準産業分類

に基づく農家民泊以外の農業、薪及び木炭の製造以外の林業、漁業、金融・

保険業、学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類する事業並びに風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

の許可を必要とする事業をする場合を除く。 

ア 町内で事業を営んでいない個人が所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２２９条に規定する開業の届出により、厚真町内に事業拠点を設け、

新たに事業を開始する場合 

イ 町内で事業を営んでいない個人又は厚真町外で事業を営む法人が厚真

町内に事業拠点を設け、新たに会社を設立し、事業を開始する場合 

ウ 厚真町内に住所を有する農林漁業者が、地域資源を活用した農林漁業

者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法

律（平成２２年法律第６７号）第５条の規定に基づく総合化事業計画の

認定を受けた場合、総合化事業計画の認定を目指す場合、中小企業者と

農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法



 

律第３８号）第４条の規定に基づく農商工等連携事業計画の認定を受け

た場合、農商工等連携事業計画の認定を目指す場合及び農山漁村滞在型

余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６号）

第１２条の規定に基づく農作業体験施設等の整備に関する計画の認定を

受けた場合 

(2) 起業の日 法人の場合にあっては、会社設立の日、事業開始の日又は

客観的に事業に着手していると認められる日をいう。個人事業者の場合

にあっては、開業の日、事業開始の日又は客観的に事業に着手している

と認められる日をいう。 

(3) その他助成金等 本補助金の交付対象経費を対象とした国、北海道、

又はその他支援団体等から受給する補助金若しくは助成金等をいう。 

(4)  請求書等 速やかな支出が必要と確認できる請求書、契約書または発 

注書をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、町長が適切でな

いと判断した場合は、この限りではない。 

(1) 補助事業の年内において起業を予定している者又は厚真町起業化支援

事業認定申請書（以下「認定申請書」という。）を提出する日の２年前

の日の属する年の４月１日以降に町内において起業をしている者（本要

綱第４条第２項に定める複数年の事業執行が認められた場合は、起業し

た日から起算して、規則第６条の補助金等交付申請書（以下「交付申請

書」という。）を提出するまでの間が３年を経過していない者） 

(2) 本補助金の交付申請を行う日において、現に厚真町内に住所を有する

個人または、本補助金の交付申請を行う日において、現に法人登記簿上

の本社所在地を厚真町内に置く法人（中小企業の新たな事業活動の促進

に関する法律（平成１１年法律第１８号）第２条で定める中小企業者に

限る。） 



 

(3) 市町村税等の公租公課を滞納していない者 

(4) 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年条例第２０号） 

第２条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと 

(5) 常時使用する従業員数が１０名未満の者 

(6) 法人等の役員が（４）に該当しないこと 

（補助金の交付対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

本町内で起業するための事業及び起業直後の安定的な事業継続を図るための

事業とする。ただし、町から補助金又は助成金等の交付を受給する、若しく

は受給した事業は除く。 

２ 町長は、複数年の事業執行を認めることができるものとする。 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。 

２ 町長は、補助対象事業を行うために必要な経費であって、必要かつ適当と

認めるものについて、補助限度額の範囲内において補助金を交付する。 

３ その他助成金等の交付を受給する、又は受給した場合には、その他助成金

等相当額を本補助金の補助対象経費から控除する。 

４ 補助対象経費は本要綱第８条に定める厚真町起業化支援事業補助金審査委

員会（以下「審査委員会」という。）により認定された日（以下「事業認定

日」という。）以降の経費とする。 

５ 補助対象経費は、事業認定日から起算して次に迎える３月３１日までにか

かる経費を対象とする。 

６ 複数年の事業計画の承認を受けている場合は、事業認定日から起算し最初

に迎える３月３１日を初年度の補助対象経費とし、２年度目以降の補助対象

経費は、４月１日から翌年３月３１日とする。 

７ 本要綱第４条第２項の規定により、複数年の事業執行にわたる場合の各年



 

の補助金の合計額は、補助限度額の範囲内とする。 

（補助金の交付対象期間） 

第６条 事業認定日において起業の日を迎えていない者の補助金の交付対象と

なる期間は、事業認定日から起算して最初に迎える３月３１日までを初年度

とし、最大３年度内とする。 

２ 事業認定日において起業の日を迎えている者における、補助金の交付対象

期間は、起業した日から３年後の応当日の前日までとする。 

 （本補助金の応募方法） 

第７条 本補助金に応募する者（以下「応募者」という。）は、町長が別に定

める日まで次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

 (1) 認定申請書（第１号様式） 

 (2) 事業計画書（第２号様式） 

 (3) 収支予算書（第３号様式） 

 (4) 町税等の状況調査同意書（様式第４号） 

 (5) 個人の場合は住民票、法人の場合は、履歴事項全部証明書及び定款の写 

  し 

 (6) その他助成金等を受給する又は受給した場合は、その交付決定書等の写

し 

 (7) その他町長が必要と認める書類 

２ 応募者が町内に住所を有さない個人又は町内に事業拠点を有さない法人の

場合は、前項の各号で定める書類の他に、住所又は事業拠点を有する市町村

の市町村税等の滞納がない証明書を提出することとする。 

 （審査委員会の設置） 

第８条 町長は、前条で定める認定申請書等の審査のため、審査委員会を設置

する。 

２ 同条第１項に規定する審査委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、

町長が別に定める。 



 

 （認定申請書の認定結果にかかる通知） 

第９条 前条に定める審査の結果を、厚真町起業化支援事業補助金審査委員会

設置及び運営に関する要綱（以下「審査委員会設置要綱」という。）第６条

の規定により通知する。 

（補助金の交付申請） 

第１０条 本補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

第８条の審査委員会で認定を受けた者で、次の各号に掲げる書類を添えて町

長に提出しなければならない。 

(1) 補助金等交付申請書（規則第６条様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 収支予算書（第３号様式） 

(4) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第１１条 町長は、前条の申請書を受理したときは、規則第７条の規定に基づ

き、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、

補助金の額を決定し、補助金等交付指令書により申請者に通知するものとす

る。 

（補助事業の変更） 

第１２条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助決定者」という。）が、

補助金の内容に関し計画を変更しようとするときは、規則第９条第１項の補

助金等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は前項の申請書を受理したときは、規則第９条第２項に基づき、その

内容を審査し、変更を承認したときは、補助金等変更指令書により補助決定

者に通知するものとする。 

３ 交付決定を受けた補助金の額の２０パーセント以上の増減がある場合は、

当該年度の事業終了日から起算し、３カ月前までに変更の承認を得なければ

ならない。 



 

（実績報告） 

第１３条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、次の各号に掲げる書類

を添えて、町長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業等実績報告書（規則第１３条様式） 

(2) 事業報告書（任意様式） 

(3) 収支決算書（任意様式） 

(4) 補助対象経費にかかる領収証等の写し 

(5) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１４条 町長は、前条の規定により報告を受けたときは、規則第１４条の規

定に基づき、その内容を審査し、交付の決定の内容に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、額の確定通知書により補助決定者に通

知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１５条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、速やかに町長に対し 

て補助金の交付を請求するものとする。 

２ 事業の性質上、その事業の完了前に補助金の交付する必要があると認めた 

ときは、一括又は分割により概算払をすることができる。 

３ 概算払を受けようとする補助決定者は、規則第１０条に定める補助金等概 

算払請求書及び請求書等の写しを町長に提出しなければならない。 

（補助金の取消し及び返還） 

第１６条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付決定を

取り消し又は補助決定者に対し補助金の一部又は全部の返還を求めることが

できる。 

(1) 第３条に規定する補助金の交付対象者の要件を欠くに至ったとき 

(2) 起業の日から起算して５年以内に営業を休止、廃止、移転、売却及び譲

渡等したとき 

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき 



 

(4) その他町長が不適当と認めたとき 

２ 町長が補助決定者にやむを得ない理由があると認めるときは、当該補助決

定者の申し出により、補助金の返還の命令の一部又は全部を取り消すことが

できる。 

（委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 改正後の要綱の施行の際、現に提出されている補助金等交付申請書（規則

第６条様式）は、改正後の要綱に基づき提出されたものとする。 

３ この要綱の施行の日前に認定された事業については、なお従前の例による。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

１報償費 

２旅費 

３需用費 

４使用料及び賃借料 

５役務費 

６委託料 

７工事請負費 

８原材料費 

９備品購入費 

１０負担金 

１１償還費 

１／２以内 ２００万円（ただし、町長

が別に定める区域の空き

店舗を活用した場合は、２

５０万円） 

 
 
 



 

様式第１号（第７条関係） 
 

厚真町起業化支援事業認定申請書 
 

                                                   年  月  日 
 
   厚真町長  様 
 
                            

申請者 住 所 
 
 

氏 名           ○印  
 

厚真町起業化支援事業補助金交付要綱第７条の規定に基づき、次のとおり申
請書に関係書類を添えて提出します。 

記 
１ 事業の内容等 

事業計画書等のとおり 
 
２ 事業テーマ名
（                                ） 

   
３ 補助金申請希望額 

金           円  （消費税等含む、百円未満切り捨て） 

 

１年度目 
２年度目 
（予定） 

３年度目 
（予定） 

合計額 
（補助申請希望額） 

円 円 円 円 

 
（１）補助申請希望額は２００万円を最大とします（空き家活用の場合は２５０万円）。  
（２）補助金は最大３年度に分けて申請することが可能です。ただし、予算の範囲内の交付となるため、交付を確約す 

るものではありません。 
（３）１年度目の申請については、本書の「１年度目」に記載した金額以上の申請はできません。ただし、２年度目以 

降の金額については、記載と違う金額の申請は可能です。 
 

 
４ 関係書類 
(１) 起業に係る経費の見積書や領収書等の写し 
(２) その他の事業計画に関して、参考となる書類 

（会社概要、決算書、製品・サービスの説明資料等） 

 

 

 

 



 

様式第２号（第７条、第１０条関係） 

事 業 計 画 書 

１ 応募者（または補助申請者）の概要 

氏名(法人の場合は名称及

び代表者の氏名) 

 

住所 

事務所（事業実施予定地）： 

                   （市街化区域・市街化調整区域） 

自  宅： 

（個人：事務所及び自宅住所 法人：事務所所在地） 

代表者の職氏名  

起業の日        年    月    日 

資本金・出資金 円 

役員・従業員数等 
合計：   名 

（内訳）役員：  名  従業員：  名  パート・アルバイト： 名 

日本標準産業分類 

（小分類） 

（町内で起業する前） 

 

（起業後） 

 

現在の職業 １ 事業主 ２ 会社員 ３ 学生 ４ 無職 ５ その他（           ） 

連絡先 ＴＥＬ ＦＡＸ 

E-mail  

申請者の経歴 

２ 事業計画の概要等 

（１）事業の内容 

 



 

（２）起業の動機・きっかけ 

 

 

（３）事業の必要性等（審査の評価項目） 

必要性 

 

 

優位性 

 

 

実効性 

 

 

成長性 

 

 

波及効果 

 

 

意欲・魅力  

 

 



 

（４）事業実施スケジュール 

起業の日から３年間に取り組む主な事業内容と実施時期 

 

 

（５）売上・利益等の計画（実績） 

起業する（した）月から３期分の売上、売上原価、営業利益、経常利益、従業員数などの計画（実績） 

 

（６）他の助成制度等の利用状況・予定 

補助金の交付申請を行う予定の年分のみ 

 

（７）相談機関名 

申請書を提出する際に相談した機関名（(公財)北海道中小企業総合支援センター、（独）中小企業基盤整備機

構など） 



 

３ その他 

実現したいこと、将来の展望 

 



 

様式第３号（第７条、第１０条関係） 

 

収支予算書（１年度目・２年度目・３年度目） 

 

収入の部 

（単位：円） 

項目 予算額 積算基礎 

町補助金   

自己負担金   

借 入 金   

その他   

合計   

 

支出の部 

（単位：円） 

経費区分 総事業費 補助対象経費 積算内訳 

    

合計    

 

複数年度で事業執行する場合は、収支予算書を別葉に記載してください。 

 



 

様式第４号（第７条関係） 

 

年  月  日  

 

町税等の状況調査同意書 

 

   厚真町長        様 

 

住所              

申請者                 

氏名              

 

厚真町起業化支援事業補助金の交付申請にあたり、次の事項について同意します。 

 

    １ 産業経済課職員が、私の住民票を閲覧すること。 

    ２ 産業経済課職員が、申請者の町税等の公租公課について収納情報等の確

認をすること。 

 

 

 

 


